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１ 策定にあたって                                

 

（１）策定の趣旨                                 

 令和元年６月に「障害者の雇用の促進等に関する法律」の一部が改正されたことに伴い、 

国及び地方公共団体が率先して障がい者を雇用する責務が明確化されるとともに、厚生労  

働大臣が作成する指針に即して「障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関す  

る取組に関する計画」を作成することが義務付けられました。 

 これを受け本市においても、障がいのある人の雇用機会の拡充に努めるとともに、障が   

いのある職員が個性・能力を最大限に発揮して働くことができる職場づくりや、障がいに   

対する理解や配慮の促進を図るため、「新庄市障がい者活躍推進計画」を策定しました。    

このたび、当該計画の期間が令和７度末に終了することから、これまでの取組状況を把  

握・検証の上、「新庄市障がい者活躍推進計画（第２期）」を策定し、障がいのある職員の  

更なる活躍に向けた取組を推進していきます。 

 

「障害」の表記については、原則として法令等の名称及び法令等に規定されている用 

語等で漢字表記が使用されている場合、又は団体や機関等の名称で漢字表記とされて 

いる場合を除き、「障がい」と記載しています。 

 

 

（２）策定主体                                  

 計画に基づく取組を市として一体的に推進するため、各任命権者が連携して計画を策定 

します。 

 

機関名 任命権者 

市長部局 新庄市長 

議会事務局 新庄市議会議長 

教育委員会 新庄市教育委員会 

選挙管理委員会事務局 新庄市選挙管理委員会 

監査委員事務局 新庄市代表監査委員 

農業委員会事務局 新庄市農業委員会 

 

（３）計画期間                                  

 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの５年間とします。 

 なお、計画の実施状況等を踏まえ、期間内においても必要に応じて見直しを行います。 
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（４）計画の周知・公表                              

計画の策定又は改定を行った場合、その内容を全職員に周知するとともに、市のホーム 

ページへの掲載等適切な方法で公表します。 

 

 

２．現状と課題                                    

 

（１）現状                                    

障がい者の活躍推進を実現するためには、法定雇用率の達成に留まらず、障がい者雇用

を継続的に進めることが求められます。 

また、障がいのある職員が仕事や環境に順応し、職場に定着することに加え、一人ひと

りが障がい特性や個性に応じて能力を有効に発揮するための配慮や仕組みづくりが必要で

す。 

 

■障がい者雇用率の状況 

 本市における過去５年間（各年度６月１日時点）の障がい者雇用率は以下のとおりで 

あり、いずれも法定雇用率を達成しています。 

 

年度 実雇用率 不足数 法定雇用率 

令和７年度 2.71% 0 人 2.8% 

令和６年度 2.59% 0 人 2.8% 

令和５年度 2.74% 0 人 2.6% 

令和４年度 3.06% 0 人 2.6% 

令和３年度 3.37% 0 人 2.6% 

 

  ※実雇用率が法定雇用率を下回っていても、必要雇用数に対する不足数が０人になる 

ことがあり、この場合は法定雇用率達成となります。 

 

■業務支援係 

  令和７年度から、各課等の依頼を受けて各種業務を行う「業務支援係」を総務課に設

置しています。 

係には障がいのある「業務支援員」と、業務の進捗管理や支援等を行う「業務支援専

門員」という会計年度任用職員が配置されており、依頼業務を通じて全庁的な職員の負

担軽減と執務内容の向上を図っています。 
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■当事者の意見等の反映 

  本計画の策定にあたり、現状の課題を分析するとともに、当事者の視点・意見を反映

させるため、障がいのある職員を対象としてアンケートを実施しました。 

 

（２）課題                                     

 

 ■障がい者の活躍を推進する体制整備 

○ 本市における障がい者雇用率は、過去５年間法定雇用率を達成している水準にあ

りますが、今後、法定雇用率の引き上げが予定されていることもあり、計画的か

つ積極的な雇用を図る必要があります。 

 

  ○ 障がいのある職員が安心して相談できる体制を整備し、周知する必要があります。 

 

  ○ 合理的配慮に対する理解を深め、一人ひとりが状況に応じて適切に配慮・対応で

きる職員間の繋がりが求められます。 

 

 ■障がい者の活躍の基本となる職務の選定・創出 

○ 障がいのある職員の更なる活躍の機会に繋がるよう、各課等において継続的に既 

存の業務の見直し等を図ることが求められます。 

   

  ○ 障がいの種別に加え、障がい特性や部位等が個々に異なることを踏まえ、業務適

性や負担感の有無について確認する機会を持ち、業務内容等を検討する必要があ

ります。 

 

 ■障がい者の活躍を推進するための環境整備・人事管理 

○ 関係機関等と連携の上、障がい者と職員との交流の機会を持つことにより、相互 

理解を図ることが重要です。 

 

  ○ 障がいの有無に関わらず、個性や能力を正当に評価し、採用選考を行う必要があ 

ります。 

 

○ 職場定着を阻害する要因を明らかにするとともに、障がいの特性等に応じた働き 

やすい環境づくりに努める必要があります。 

   

○ 障がいのある職員が、自身の働き方やキャリアを考える上で、負担や不安を感じ 

ないよう配慮することが求められます。 
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３．目標                                     

 本市の現状と課題を踏まえ、障がいの有無に関わらず職員一人ひとりの活躍を推進する 

ため、以下の３つの目標を定めます。 

 

（１）採用に関する目標                              

 毎年６月１日時点における法定雇用率を達成します。 

  

（２）定着に関する目標                              

障がいに起因する業務や職場環境等への不適合を理由とした離職を防止します。 

 

（３）働き方に関する目標                             

障がいのある職員を対象としたアンケートの各項目について、「そう思う」又は「どち

らかといえばそう思う」と回答した割合が７５％以上を目指します。 

 

 

４．目標達成に向けた取組                                   

 課題の解決を通して３つの目標を継続して達成していくために、以下の取組を実施しま

す。 

 

（１）障がい者の活躍を推進する体制整備                      

 

 ■組織面 

○ 障害者雇用推進者として、総務課長と教育総務課長を選任し、障がい者雇用の現 

状と課題を把握した上で、法定雇用率の達成や職場環境の整備を図るための取組 

等を推進します。                【市長部局・教育委員会】 

  

  ○ 障害者職業生活相談員を総務課職員から選任し、障がいのある職員の職業生活全 

般についての相談窓口として必要な支援を行います。      【市長部局】 

 

  〇 所属長は、必要に応じて支援担当者を定めるなど、内容に応じた多様な相談先を

確保することに努め、それらの相談先を本人へ周知します。  【全ての機関】 

 

○ 業務支援係に専門員を配置し、障がいのある職員が能力を最大限に発揮できるよ

う、業務上必要な支援を行います。              【市長部局】  
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■人材面 

  ○ 障がい者雇用の実務を担当する総務課職員は、山形労働局が開催する「障害者職 

業生活相談員資格認定講習」等を受講します。         【市長部局】 

   

  ○ 山形労働局が開催する「精神・発達障害者しごとサポーター養成講座」等、各種 

の研修会や講座を実施し、全ての職員に対し、障がいの特性や共に働く上で必要 

な配慮等についての理解促進を図ります。          【全ての機関】 

 

（２）障がい者の活躍の基本となる職務の選定・創出                 

  

  ○ 業務支援係で依頼を受けた業務については、定期的に庁内職員掲示板へ掲載する 

    ことで、各課等における既存の業務からの切り出し及び新規業務の創出を図りま 

す。                           【全ての機関】 

   

○ 所属長による面談等を通じて、本人と業務の適切なマッチングができているか確 

  認し、必要に応じて業務内容の検討を行います。       【全ての機関】 

   

  ○ 従来の業務遂行が困難になった職員から相談があった場合に、障がいの特性や能 

力を考慮し、可能な限り本人の希望を踏まえた上で、負担なく遂行できる業務の 

選定及び創出について検討します。             【全ての機関】 

 

（３）障がい者の活躍を推進するための環境整備・人事管理              

 

■相互理解の促進 

○ 各課等の業務を対象とした職場体験実習を積極的に実施し、公務職場を知る機会

とするとともに、全ての職員の障がい者雇用に対する理解の促進を図ります。                                      

【全ての機関】 

 

 ■職場環境 

  ○ 新規採用時や所属長による面談、相談窓口への相談等を通じて、本人が求める配 

    慮等の有無を確認の上、庁内の設備や職場環境の合理的配慮を行います。 

【全ての機関】 
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■募集・採用 

  ○ 募集・採用にあたり以下のように取り扱います。 

    ・特定の障がいを排除せず、又は特定の障がいに限定しません。 

    ・「自力で通勤できること」といった条件を設定しません。 

    ・「介助者なしで業務遂行が可能」といった条件を設定しません。 

    ・「就労支援機関に所属・登録しており、雇用期間中支援が受けられること」 

     といった条件を設定しません。 

    ・特定の就労支援機関からの受け入れに限定しません。    【全ての機関】 

  

■働き方 

  ○ 年次有給休暇や病気休暇などの各種休暇制度の利用を促し、ワークライフバラン 

スの実現等を図ります。                  【全ての機関】 

  

○ 新たに任用する会計年度任用職員について、本人の希望や障がいの状態に応じた 

勤務時間を柔軟に設定し、職場への定着を図ります。     【全ての機関】 

 

  ○ 所属長による面談等を通じて、障がいのある職員一人ひとりの障がいの特性や能 

力、働き方への希望などを把握し、働きやすさの向上に努めます。 

【全ての機関】 

  

 ■キャリア形成 

  ○ 障がいの特性や能力に応じた人事配置を行い、能力や意欲を最大限に発揮できる

よう配慮します。                      【市長部局】 

 

  ○ 各種研修やＯＪＴを通じ、能力や意欲を最大限発揮できるように努めるととも 

に、研修等を円滑に受講するため、障がい特性に応じた合理的配慮を行います。                            

【市長部局】 

 

 ■その他の人事管理 

  ○ 本人が希望する場合、就労支援機関等と障がい特性等について共有し、業務上求 

    められる適切な支援を行います。              【全ての機関】 

 

（４）その他                                   

   

○ 障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律に基づく発注等を通

じて、障がい者の活躍の場の拡大を推進します。       【全ての機関】 
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障がいを持つ職員の働き方に関するアンケート 

 

対象職員数：８名 

実 施 期 間：令和８年１月１６日（金）～１月２３日（金） 

回 答 率：８７．５％ 

 

 

 

問  あなたにとって、新庄市役所は働きやすい職場だと思いますか。 

 

 

 

 

問  障がいの特性や能力に応じた業務（内容・量）に従事できていると思いますか。 
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問  働きやすい職場環境（物理的な作業環境）になっていると思いますか。 

 

 

 

 

問  業務上、困ったときに遠慮なく相談できる環境だと思いますか。 

 

 

 

 

問  庁内で障がいに対する理解・配慮が進んでいると思いますか。 

 

 


